
稲沢市観光基本計画推進委員会委員の募集及び選考要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、稲沢市観光基本計画推進委員会委員の市民公募を

行うに当たり、選考の方法、基準その他必要な事項について定めるも

のとする。 

（募集） 

第２条 募集告知は、広報いなざわ、稲沢市公式ホームページ及び稲沢

市公式ＳＮＳにおいて行う。 

２  募集期間は、令和８年２月２７日までとする。 

３  募集人数は、２人とする。 

４  応募資格は、応募の時点において、市内に在住、在勤又は在学する

満１８歳以上の者とする。 

５  募集に際しては、応募者から応募動機及び稲沢市の観光まちづくり

に対する考えや想いに関する小論文（４００字から８００字程度）を

提出させるものとする。 

（選考方法） 

第３条 選考の方法については、応募者より提出のあった小論文の内容

等を選考委員が審査することにより行う。 

 （選考委員） 

第４条 選考委員は経済環境部長、商工観光課長及び商工観光課職員を

もって充てる。 

（選考基準） 



第５条 選考の基準については別表の各項目について、各選考委員の得

点集計により総合的に行う。 

２  審査結果については、公表しない。 

付  則  

この要領は、令和５年１１月２９日から施行する。 

付  則  

この要領は、決裁の日から施行する。 



別表（第５条関係） 

項目  配点  

１  小論文について  

 (1) 文章伝達性 特によい＝５点 

よい＝３点 

ふつう＝１点 

(2) 文章構成力 

(3) 文章表現力 

 (4) 先見性  

(5) 普遍性  

(6) 現実性  

２  委員適合可能性について  

 (1) 観光まちづくりに対する

理解度 

特によい＝５点 

よい＝３点 

ふつう＝１点  (2) 公平性・中立性 

 (3) 熱意  

 (4) 協調性  

 



採 点 表 

応募者   年  齢   受付日   

住  所   職  業   電  話   

項     目  点数  

１  小論文につ いて   

 (1) 文章伝達性（誤字脱字がなく、わかりやすい か）   

(2) 文章構成力（論理的な展開となっているか）   

(3) 文章表現力（独創的で魅力ある表現かどうか）   

 (4) 先見性（先進的な見識を備えているか）   

(5) 普遍性（行政全般に対する総合的視点を備えているか）   

(6) 現実性（ある程度現実的な主張であるか）   

２  委員適合可 能性について   

 (1) 観光まちづくりに対する理解度（稲沢市が取り組む観光 まち

づくりの考え方を理解しているか）  

 

 (2) 公平性・中立性（公平・中立的な立場で審議 できるか）   

 (3) 熱意（欠席 することなく、最後まで続けられる熱意は あるか）  

 (4) 協調性（審議をまとめる協調性を持ち合わせ ているか）   

合  計  点  数   

※配点  特によい＝ ５点  よい＝３点  ふつう＝１点  

 

 

採点者   

（参 考） 


